
別紙３ 

 

練馬区民設福祉園整備費および運営費補助金交付要綱 

平成26年３月18日  

25練福障第1856号  

（目的） 

第１条 この要綱は、練馬区（以下「区」という。）の誘致を受けて整備および運営を行う、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」

という。）第５条第７項に規定する生活介護を実施する施設（以下「民設福祉園」という。）に

関して、その整備および運営に要する費用の一部を補助することにより、重度障害者の自立した

日常生活および社会生活の推進を図ることを目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 この要綱による補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、区

の誘致を受けて実施する、つぎに掲げる事業とする。 

 ⑴ 重度障害者を受け入れる民設福祉園の整備 

 ⑵ 前号により整備した民設福祉園の運営 

２ 前項第１号に規定する重度障害者とは、法第19条第２項の規定により、区から介護給付費等

を支給する旨の決定を受けた障害者のうち、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令（平成26年厚生労働省令第５号）に規定する障害支援区分５もしく

は６の者またはこれらの者に準ずる者として区長が特に認める者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、前条第

１項に規定する補助対象事業を行い、かつ、当該事業を実施する民設福祉園における利用者の

平均障害支援区分（厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法（平成18年厚生労働省

告示第542号）に基づき算出した区分をいう。）が５以上である法人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、つぎに掲げる者は、補助対象者としない。 

⑴ 暴力団（練馬区暴力団排除条例（平成24年12月練馬区条例第54号）第２条第１号に規定す

る暴力団をいう。）または暴力団関係者（同条第３号に規定する暴力団関係者をいう。以下

同じ。） 

⑵ 法人の代表者、役員または使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団関係者に該当する

者があるもの 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、つぎに掲げる経

費とする。 

 ⑴ 第２条第１項第１号に掲げる民設福祉園の整備に要する経費のうち、別表第１に規定する経

費 

 ⑵ 第２条第１項第２号に掲げる民設福祉園の運営に要する経費のうち、別表第２の１の項に規

定する経費。ただし、区長が民設福祉園の運営状況により特に必要と認める場合にあっては、

別表第２の２の項に規定する経費とする。 

（補助金の交付額） 

第５条 第２条第１項第１号に掲げる民設福祉園の整備に対する補助金（以下「整備費補助金」と



 

 

いう。）の交付額は、別表第１に規定する補助対象経費から、国または東京都の補助金を控除し

た額に８分の７を乗じて得た額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を限

度として、予算の範囲内で区長が定める額とする。 

２ 前項の整備費補助金は、原則として単年度事業に対するものとし、２か年以上の継続事業とな

る場合の年度ごとの交付額は、当該年度ごとに同項の規定により算出する額を限度額とする。 

３ 第２条第１項第２号に掲げる民設福祉園の運営に対する補助金（以下「運営費補助金」という。）

の交付額は、別表第２の１の項に規定する補助対象経費につき、予算の範囲内で区長が定める額

（前条第２号ただし書に規定する場合にあっては、同表の２の項に規定する補助対象経費から障

害福祉サービス等報酬等による収入額を減じた額を限度として、予算の範囲内で区長が定める額）

とする。 

（申請手続） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請書（第

１号様式）に関係書類を添えて、指定する期日までに区長に提出しなければならない。 

（交付の決定等） 

第７条 区長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の内容

を審査し、および必要に応じて現地調査を実施し、補助金の交付の可否を決定しなければならな

い。 

２ 区長は、前項の規定により、補助金を交付すべきものと認めたときは補助金交付決定通知書（第

２号様式）に交付の条件を付して、補助金の交付を不適当と認めたときは補助金不交付決定通知

書（第３号様式）にその理由を付して、申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求および交付） 

第８条 前条第２項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、交付決定を受けた補助金を請求するときは、整備費補助金については第14条の規定により補

助金の額の確定通知を受けた後速やかに、運営費補助金については次条第２項に定める交付の時

期までに、補助金交付請求書（第４号様式）に関係書類を添えて、それぞれ区長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、次条の規定により補助金を交付するものとす

る。 

（交付の時期等） 

第９条 整備費補助金は、施設の整備完了後に一括して確定払により交付する。ただし、２か年以

上の継続事業となる場合は、出来高に応じて、年度ごとに確定払により交付するものとする。 

２ 運営費補助金は、つぎの表の左欄に掲げる時期に、同表の右欄に定める額を概算払により交付

するものとする。 

交付の時期 交付額 

第１回 ４月末日まで 第５条第３項の規定により定めた当該年度の交付額の４分の

１の額 

第２回 ７月末日まで 第５条第３項の規定により定めた当該年度の交付額の４分の

１の額 



 

 

第３回 10月末日まで 第５条第３項の規定により定めた当該年度の交付額の４分の

１の額 

第４回 １月末日まで 第５条第３項の規定により定めた当該年度の交付額の４分の

１の額 

（申請の撤回） 

第10条 申請者は、第７条第２項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後、当該通知に係

る補助金の交付決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、当該通知の受領後14

日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、補助金交付申請の撤回をするこ

とができる。 

（変更申請） 

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定後、事情の変更等により申請の内容を変更する場合は、

補助金変更申請書（第５号様式）に関係書類を添えて、区長に提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

（変更承認） 

第12条 区長は、前条の申請について承認するときは、交付決定者に対して補助金変更承認通知書

（第６号様式）により通知し、承認しないときは、補助金変更不承認通知書（第７号様式）によ

り通知する。 

（実績報告） 

第13条 交付決定者は、第７条第１項の規定による交付決定に係る会計年度が終了したときまたは

補助対象事業（第２条第１項第１号に掲げる事業に限る。）が完了したときは、実績報告書（第

８号様式）を作成し、指定する期日までに関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第14条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容の審査および必要に応じて

現地調査を行い、補助金に係る交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の

額を確定し、補助金交付額確定通知書（第９号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第15条 区長は、前条の規定による実績報告書の審査および必要に応じて行う現地調査等の結果、

補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めると

きは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。 

（補助金の精算） 

第16条 区長は、第14条の規定により補助金の額を確定した場合において、当該確定補助金額を超

える補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその差額を返還させ

るものとする。 

（交付決定の取消し） 

第17条 区長は、交付決定者がつぎの各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全

部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付の決定に係る内容またはこれに付した条件その他法令もしくはこの交付の決



 

 

定に基づく命令に違反したとき。 

⑷ 第３条第２項に該当するに至ったとき。 

２ 前項の規定は、第９条の規定により補助金の支払を行った後および第14条の規定により交付す

べき補助金の額を確定した後においても適用する。 

（補助金の返還） 

第18条 区長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部または一部を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその交付

されている補助金の返還を命ずる。 

（違約加算金および延滞金の納付） 

第19条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じたときは、交付決定者が補助金を受領した

日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間は既返還額

を控除した額）につき、年10.95％の割合で計算した違約加算金（100円未満切り捨て）を納付さ

せることができる。 

２ 補助金の返還を命じた場合において、納期日までに交付決定者が補助金を納付しなかったとき

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95％の割合で計算し

た延滞金（100円未満切り捨て）を納付させることができる。 

３ 前２項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。 

（補助金の経理等） 

第20条 交付決定者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、

かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとす

る。 

（財産管理および処分の制限） 

第21条 交付決定者は、補助金により取得し、または効用の増加した財産（以下「取得財産等」と

いう。）について、その管理状況を明らかにするとともに、補助事業の完了後においても、善良

な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければなら

ない。 

２ 交付決定者は、取得財産等のうち、取得価格または効用の増加した価格が50万円以上のものに

ついては、区長が別に定める期間を経過するまでは、交付目的に反して使用し、貸付の対象とし、

譲渡交換し、廃棄し、または債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受け

なければならない。 

３ 区長は、前項の承認をした交付決定者に対し、当該取得財産の処分により収入があったときは、

その全部または一部を区に納付させることができる。 

（委任） 

第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉部長が別に定め

る。 

付 則 

１ この要綱は、平成26年３月18日から施行する。 

２ 平成25年度の民設福祉園の整備および運営に要する費用の補助については、別表に規定する補

助対象経費のうち、土地賃借料に限り、補助金を交付するものとする。 



 

 

３ 前項の土地賃借料に係る補助金は、第６条の規定にかかわらず、平成26年３月末日までに一括

して交付するものとする。 

付 則（平成28年３月23日27練福障第2077号） 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成31年３月29日30練福障第2377号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

  付 則（令和２年12月11日２練福障第1337号） 

この要綱は、令和２年12月11日から施行する。 

付 則（令和３年３月31日２練福障第2269号) 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   付 則（令和４年３月31日３練福障第1970号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   付 則（令和６年３月11日５練福障第1756号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第４条、第５条関係） 

補助対象経費 説明 

施設整備に要

する経費 

⑴ 施設整備（施設整備と一体的に整備する設備（初度設備相当）を含む。）

に必要な工事費または工事請負費（門、囲障、雨水排水設備等の外構整備

に要する費用を含む。）および工事事務費（工事施行のため直接必要な事

務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費およ

び設計監督料等をいう。） 

⑵ 施設整備に必要な法令に基づく開発事業に要する経費のうち、土地の区

画、形状または治水の変更に伴う経費および土地の緑化に伴う経費（全て

設計費、工事監理費等を含む。） 

⑶ 開設時に必要な備品購入に要する経費 

 

別表第２（第４条、第５条関係） 

補助対象経費 説明 

１ 第４

条第２

号本文

に規定

する運

営に要

する経

費 

⑴ 開設準備経費 開設準備に要する経費のうち、人件費、消耗品費、光熱水費、

通信費、賃借料、手数料等 

⑵ 土地賃借料 民設福祉園の土地の賃借料 

⑶ 給食提供経費 利用者に対する給食の提供に要する経費 

※ 利用者１人当たり月額13,000円とする。 

※ 定員数を上限とし、月初の在籍者数に基づき算定する。 

⑷ 通園バス運行

経費 

利用者の送迎のための通園バスの運行に要する経費 

※ 通園バスの契約台数１台当たり年額9,000,000円とする。 

※ 補助対象とする通園バスの台数の上限は、民設福祉園の



 

 

定員数に応じて、つぎのとおりとする。 

⑴ 定員数30人未満の場合は、２台 

⑵ 定員数30人以上50人未満の場合は、３台 

⑶ 定員数50人以上の場合は、４台 

⑸ 人件費 給与、賞与、法定福利費、退職金 

※ 職員１人当たり年額5,800,000円とする。 

※ 常勤換算で利用者2.5人に対して１人以上の職員（看護職

員、理学療法士または作業療法士および生活支援員をいう。

以下同じ。）を、定員に対して配置していることを要件と

し、当該要件の最低基準による職員数と、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成18年厚生労働省令第171号）第78条第１項第２

号イ（３）に基づく人員配置基準（利用者３人に対して職

員１人）による職員数の差を、補助対象人数とする。 

２ 第４

条第２

号ただ

し書に

規定す

る運営

に要す

る経費 

⑴ 人件費に関す

るもの 

給与、賞与、法定福利費、退職金 

⑵ 事業費に関す

るもの 

給食費、保健衛生費、教養娯楽費、日用品費、水道光熱費、

消耗器具備品費、保険料、賃借料、教育指導費、雑費（事業）、

車両費、福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品

費、印刷製本費、修繕費、通信運搬費、会議費、広報費、事

業委託料、手数料、租税公課、保守料、諸会費、雑費（事務）、

拠点区分間繰入金支出、積立資産支出（退職給付引当資産支

出）、その他区長が必要と認める経費 

 


